
記録事務取扱要領について

平成25年3月27日記第441号

検事正通達検察官・検察事務官宛て

改正平成27.2.6 記第1伽57号

記録事務の適正かつ円滑な運用を図るため，次のとおり記録事務取扱要領を定め，平成
25年4月1日から実施することとしたので，その運用に遺憾のないようにされたい。
おって，昭和62年12月28日付け日記（記）第440号当職通達「記録事務取扱要
領について」は，平成25年3月31日限りをもって廃止する。

記

第1 総則

大阪地方検察庁本庁,支部及び区検察庁における記録事務は,刑事確定訴訟記録法(昭
和62年法律第64号。以下「記録法」という。），同法施行規則（昭和62年法務省
令第41号)，記録事務規程（平成25年3月19日付け法務省刑総訓第6号法務大臣
訓令。以下「規程」 という。），同日付け法務省刑総第409号刑事局長依命通達「記
録事務規程の改正について｣，同年3月26日付け日記検二第135号検事長通達「保

管記録等取扱要領について」及び検察総合情報管理システム（以下「検察システム」と
いう。）による管理によるほか，本通達の定めるところによる。
第2保管検察官の指定

保管検察官又は規程第25条の検察官（以下「保管検察官」 という。）の行うべき事

務は，本庁，大阪区検察庁（交通分室を除く。）及び本庁に事務取扱方法を変更した区

検察庁（以下「本庁」 という。）にあっては総務部長，支部，その併置区検察庁及びそ

の支部に事務取扱方法を変更した区検察庁（以下「支部」という。）にあっては支部長，
その他の区検察庁（大阪区検察庁交通分室を含む。以下「区検察庁」 という。）にあっ
てはその庁の長が行う。

第3保管記録

1 保管の方法

保管番号は次の箇所に記入する。

（1）裁判書の余白

（2）保管記録表紙。ただし，略式命令請求事件記録については，表紙の所定の箇所
2保管期間延長理由についての通知

（1） 検察官又は検察事務官（以下「検察官等」 という。）は，略式命令を請求する場

合若しくは公判請求した事件の第一審の裁判を受けた場合又はその後において，担

当する刑事被告事件に係る訴訟記録につき，刑の執行，捜査，訴訟又は審査等のた

め保管期間を延長する理由があるときは,保管期間延長理由等通知書(様式第1号）

により，その旨を保管検察官に通知しなければならない。

ただし，競合記録のため保管期間を延長するときは，同通知書の作成を省略する



ものとする。

（2）検察官等は，前記(1)の通知をした記録について，保管期間を延長する理由がなく
なったときは，保管期間延長理由等通知書により，その旨を保管検察官に通知しな
ければならない。

（3）保管期間延長理由等通知書により通知があったときは，記録担当事務官は，検察
システムの当該確定記録情報の備考欄にその旨及び保管期間延長欄に保管期間延長
開始年月日等所定の事項を暫定的に入力するものとする。

（4） 記録担当事務官は，前記(1)の通知があった記録の保管期間が満了するおおむね1
か月前に，保管期間延長理由等通知書を保管検察官に提出し，保管期間の延長につ
いての判断を求める。

第4再審保存記録

1 保存を必要とする理由についての通知

（1）検察官は，被告人が弁論の終結に至るまで犯人ではない旨の主張を維持していた

事件又は被告人の言動若しくは証拠関係など諸般の事情にかんがみ再審の請求が行
われることが予測される事件の有罪判決の言渡しに立ち会ったときは，再審保存記

録保存理由通知書（様式第2号）により，その旨を保管検察官に通知するとともに，
公判担当事務官に当該事件の裁判所不提出記録の表紙に「再審保存記録保存理由通
知済み」と記入させる。

（2）検察官等は，第一審の裁判のあった事件について，再審の請求が予測される事実
を知ったときは，再審保存記録保存理由通知書により，その旨を保管検察官に通知
しなければならない。

2再審の請求に関する通知

検察官が再審の請求をしたとき又は裁判所から再審の請求があった旨の通知を受け

たときは，公判担当事務官は，再審請求事件に関する通知書（事件事務規程様式第203

号）により，その旨を記録担当事務官に通知しなければならない。再審請求事件が終
結したときも同様とする。

3通知があった場合の取扱

（1）保管検察官は，前記1により通知を受けたときは，記録担当事務官に検察システ

ムの確定記録情報の備考欄にその旨を入力させる。

（2） 記録担当事務官は，前記2により通知を受けたときは，保管検察官に報告し，検

察システムの確定記録情報の備考棚にその旨入力する。

4再審保存に関する検討

（1）保管検察官は，前記1及び2により通知のあった記録について保管期間が満了す

るまでに，再審保存に関する検討票（様式第3号）を作成し， 当該保管記録を再審

保存記録として保存するかどうか（当該記録が再審保存記録である場合には，その

保存期間を延長するかどうか）を検討しなければならない。

保管期間満了時に再審保存するか否かを検討する場合も同様とする。

（2）保管検察官が再審保存記録として保存しない旨決定したとき又は再審保存記録の

保存期間を延長しない旨決定したときは，記録担当事務官は，検察システムの確定

記録情報の備考欄に当該決定年月日と共にその旨入力する。



第5不起訴記録

1 保存の方法

（1）保存番号は，不起訴記録の表紙に記入する。

（2）検察官等は，罪とならず，嫌疑なし，嫌疑不十分又は起訴猶予の処分をするとき

は，不起訴裁定書の罪名の欄に罰条を付記する。ただし，二以上の罰条に係る事実
があるときは，その最も重い罪についての罰条を付記すれば足りる。

（3）検察官等は，罪とならず，嫌疑なし，嫌疑不十分又は起訴猶予の裁定主文に係る

不起訴記録のうち，人を死亡させた罪であって死刑に当たるものについては，不起
訴裁定書の公訴時効満了の日欄を訂正し，被疑者の年齢が満’00歳に達する日を
記載する。

2保存期間延長理由についての通知

（1）検察官等は，不起訴の処分をする場合又はその後において，担当する事件の不起

訴記録につき，捜査，訴訟又は検察審査会の審査等のため保存期間を延長する理由

があると認めたときは，不起訴記録保存期間延長理由等通知書（様式第4号）によ

り，その旨を保管検察官に通知しなければならない。

ただし，競合記録のため保存期間を延長するときは，同通知書の作成を省略する
ものとする。

（2）検察官等は，前記(1)の通知があった記録について，保存期間を延長する理由がな

くなったときは，不起訴記録保存期間延長理由等通知書により，その旨を保管検察
官に通知しなければならない。

（3） 不起訴記録保存期間延長理由等通知書により通知があったときは，記録担当事務

官は，検察システムの当該不起訴記録情報の備考欄にその旨及び保存期間延長欄に

保存期間延長開始年月日等所定の事項を暫定的に入力するものとする。

（4） 記録担当事務官は，前記(1)の通知があった記録の保存期間が満了するおおむね1

か月前に，不起訴記録保存期間延長理由等通知書を保管検察官に提出し，保存期間
の延長についての判断を求める。

第6刑事参考記録等

1 刑事参考検討記録の指定

(1) 部長，支部長又は区検察庁の長（以下「部長等」 という。）は，所管する事務に

係る記録について，刑事参考記録若しくは刑事参考不起訴記録（以下「刑事参考記

録等」 という。） として保存する理由があるとき又は記録法に規定する理由以外に

参考資料として保存する理由があるときは,刑事参考検討記録指定票(様式第5号）

により，当該記録を刑事参考検討記録に指定する。

（2）刑事参考検討記録の指定を受けたときは，記録担当事務官は，検察システムの当

該確定記録情報，再審保存記録情報又は不起訴記録情報の各備考欄にその旨入力す

る。

2刑事参考記録等の上申等

（1） 記録担当事務官は，刑事参考検討記録の保管期間又は保存期間が満了するおおむ

ね6か月前に，刑事参考検討記録指定票を総務部長に提出する。

（2）総務部長は，刑事参考記録等指定上申審議票（様式第6号）により，所管の部長



等に意見を求めた上，刑事参考記録等の指定の上申等について，検事正の決裁を受
ける。

（3）保管検察官は，刑事参考記録等に指定された記録を検事正に引き継ぐ。

（4）本庁の記録担当事務官は，刑事参考記録等の表紙に「刑事参考記録」又は「刑事
参考不起訴記録」と記載して， これを保存する。

第7特別処分

保管検察官は，刑事参考記録等の上申をした刑事参考検討記録のうちその指定を受け

なかったもののほか，第6， 2， (2)によって特別に保存することとされた保管記録，再
審保存記録又は不起訴記録を検事正に引き継ぐ。

第8閲覧

1 記録担当事務官は，保管記録，再審保存記録又は刑事参考記録（以下「閲覧記録」

という。）の閲覧又は謄写（以下「閲覧等」 という。）の請求又は申出（以下「請求

等」という｡）があったときは，閲覧又は謄写に関する決定書に所定の事項を記入し，

閲覧等の請求書等と共に保管検察官又は検事正（以下「保管検察官等」 という。）に
提出する。

2事故の防止等

（1）記録担当事務官は，閲覧記録の破棄その他不法な行為を防止するため，閲覧等に

監視者を付するものとする。

（2）記録担当事務官は，閲覧人が前記(1)の不法な行為をし又はするおそれがあると認

めたときは，直ちに閲覧等を中止させた上，その旨を保管検察官等に報告して指示

を受けなければならない。

（3）記録担当事務官は， 当該記録について滅失，損傷又は汚損を発見したときは，直

ちにその旨を保管検察官等に報告して指示を受けなければならない。

3報告

（1）保管検察官は，保管検察官の保存又は閲覧に関する処分に対する不服申立事件が

終結したときは，その旨を速やかに検事正に報告しなければならない。

（2）検察官等は，閲覧記録を閲覧等した者が記録法第6条（同法第9条第2項におい

て準用する場合を含む｡）の規定に違反する行為をしたことを知ったときは，検事

正に報告しなければならない。 、

4閲覧に関する申請書，決定書等は， 1件ごとに取りまとめて年度ごとに整理して保

管する。

第9記録の逓付

本庁における記録の回付は，次の逓付票により行う。

（1）保管記録については保管記録逓付票（様式第7号）

（2） 不起訴記録については不起訴記録逓付票（様式第8号）

（3）裁判所不提出記録については裁判所不提出記録逓付票（様式第9号）

第10競合記録の取扱い

競合記録の取扱いについては，平成16年12月10日付け法務省刑総第1439号法務省

刑事局長依命通達「事件事務規程の一部を改正する訓令及び保管記録等の取扱いについ

て」 （以下「刑事局長依命通達」 という｡）によるほか，次により行う。



1 付萎の作成・貼付

刑事局長依命通達別紙様式第1の付菱（以下「様式付簔」 という。）は，本件記録
の保管（存）期間の長短にかかわらず競合する記録すべてに貼付する。

様式付萎は，事件処理時に主任検察官（検察官事務取扱検察事務官を含む｡）又は
立会検察事務官が作成・貼付する。

、 競合記録の有無及び様式付萎の貼付漏れ・内容の確認は,捜査下見事務担当事務官，
公判担当事務官及び事件担当事務官が行う。

2競合記録が存在する事件の移送を受けた場合等の取扱い

事件担当事務官は，他の検察庁の検察官から競合記録が存在する事件の移送を受け

たときは，移送書（甲）の「共犯者（関連事件）の措置」欄及び様式付葵貼付の点検
を行う。

公判担当事務官は，併合又は移送の決定により競合記録が存在する事件の未提出記

録を他の検察庁の検察官に送付するとき又は他の検察庁の検察官から同記録の送付を

受けたときは，未提出記録送付書の「共犯者（関連事件）の措置」欄及び様式付菱貼

付の点検を行い，検察システムにより競合記録の管理がなされているか確認する。
第ll 廃棄

1 記録の廃棄は，毎年1回以上，検事正の認可を得て，行う。

2記録の廃棄は，焼却等復元できない方法により行う。

3記録が仮出し又は貸し出されているときは，保管期間又は保存期間が満了している

場合でも，その返還をまって廃棄する。

4記録担当事務官は，廃棄目録作成に当たり保管記録に次の裁判書等が残存しないか

点検する。

（1）裁判書並びにこれに引用された起訴状，訴因・罰条の追加・撤回・変更請求書，

証拠等関係カード，控訴趣意書及び上告趣意書

（2）公訴棄却・管轄違いの裁判の裁判書に公訴事実が記載されていない場合に添付す

べき起訴状

第12特別取扱い

本庁，支部及び区検察庁のうち二以上の庁の記録事務を同一の職員により処理する場

合は，保管番号などの記録の管理番号につき，庁別に区分しない取扱いをする。

（経過措置）

この例規の実施日前に検察システムにより管理がされていない記録事務の管理につい

ては，なお従前の例によることができる。



様式第1号

劃所 ＆ 0 ．隣

2被告人欄には当該記録の全被告人名を記入すること。

3 ※印の箇所は記録担当事務官が記入すること。

保管検察官

保管期間延長理由等通知書
整理番号

検察庁

保管検察官 殿

下記保管記録（訴訟記録）につき

1保管期 間 を 延長す る 理 由 が あ る
2 年 月 日付け通知に係る保管期間延長の理由はなくなった

年 月 日

⑳

ので通知します 。

被告人氏名
起訴（公・略）

第 一 審裁判

年 月 日

年 月 日

罪 名
確 定

※保管番号

年 月 日

所属部長，支部長

区検察庁の長

所属課長等

保管期間を延長する理由（保管期間を延長する理由がなくなった事情）

記録担当事務官受理日 年 月 日 取扱者印

保管検察官 保 管 検 察 官 の 措 置

記録事務所管
統括検務官

1 保管期間を 年 月 日まで延長する。

2保管期間を延長しない。

3

(理由）

保管期間延長理由通知

保管期間の延長
を 年 月 日で解除する。

取扱者印



様式第2号

注1 該当箇所を○印で表示すること。

2※印の箇所は，記録担当係事務官が記入すること。

再審保存記録保存理由通知書

整理番号

所属部長 所属課長等

検察庁

保管検察官 殿

下記
訴訟記録
保管記録

’ 保管検察官|識報鮒職|顕鯏柵Ⅲ，

年 月 日

⑳

について，再審の手続のため保存の必要があると認められるので

その理由を付して通知します。

記

被告人氏名

罪 名

第1審裁判

確 定

※保管番号

年 月 日

年 月 日

再審手続のための保存
再審保存期間の延長

を必要とする理由

保存（期間延長）を必要とする期間



様式第3号

・同」の

再 審 保 存

再審保存期間延長
に関する検討票

整理番号

(検討記録）

※保管（存）番号 被告人名 罪 名

検討年月日 年 月 日

保管検察官

検
討
結
果

1 保存する。 2保存期間を延長する。 3保存・保存期間

1 , 2の場合保存終期

年 月 日まで

の延長をしない。

理 由

その他参考事項

取扱

者印



様式第4号

聖1 顔当1固肋の数字をO印でl搦

2 ※印の箇所は記録担当事務官が記入すること。

保管検察官

不起訴記録保存期間延長理由等通知書
整理番号

検察庁

保管検察官 殿

下記不起訴記録につき

1 保存期間 を 延長す る 理 由 が あ る
2 年 月 日付け通知に係る保存期間延長の理由はなくなった

年 月 日

⑳

ので通知します。

被疑者氏名

罪 名

裁 定 日

裁定区分

※保存番号

年 月 日

所属部長，支部長

区検察庁の長

所属課長等

1 保存期間を延長する理由 2延長する理由がなくなった事情

記録担当事務官受理日 年 月 日 取扱者印

保管検察官 保 管 検 察 官 の 措 置

記録事務所管

統括検務官

1 保存期間を 年 月 日まで延長する。

2保存期間を延長しない。

(理由）

保存期間延長理由通知

3 を 年 月 日で解除する。

保存期間の延長

取扱者印



様式第5号 (表）

注1本指定票は，記録担当事務官において保管する。ただし，本庁の記録担当事務官が

本指定票を受理したときは，総務部長に報告の上整理保管する。

2被疑者名又は被告人名欄には， 当該記録の全被疑者名又は被告人名を記入する。

3※印の箇所は，記録担当事務官が記入する。

升凹事参考不食言寸言已録才旨定冥冥

整理番号

大阪地方検察庁

年 月 日

検察官検事 ⑳

下記記録は，刑事参考記録，刑事参考不起訴記録又は特別参考資料（特別処分） とし

て保存する理由があるので刑事参考検討記録に指定する。

被疑者名
又 は
被告人名

罪 名

通称事件名

訴訟係属中 保管記録 不起訴記録

へ

年 月 日

裁判所

起訴（公・略）

第 一 審

裁 判

確定日

※

保管番号

※

保管終期

裁判所不

提出記録

年 月 日

年 月 日

年 月

含む・含まない

裁定日

裁定区分

※

保存番号

※

保存終期

年 月 日

年 月

備
考

記録担当

事務官
受領 年 月 日

取扱

者印



(裏）

犯罪事実の概要

指定の理由及び参考事項



様式第6号 (表）

◎

決 裁

検事正

次席検事

上申する

上 申 は

しないが

保存する

保存しない

刑事参考記録等

指定上申等審議票

検事正 殿

下記保管（存）記録は

ますが ,

，

総務部長検事

年 月 日をも つ

刑事参考検討記録として指定されており

年 月 日

て保管（存）期間が満了いたし

p 刑事参考記録等指定上申又

は特別参考資料（特別処分）として保存するかどうかについて御決裁願います ｡

被疑者

被告人

名

罪 名

通称＄＃＄

保 管 （ 存 ） 記 録

縦Hヌは職ﾛ

保管（＃）番号

儲ゼ（＃）侭則

蹴 定 区 分

鯏所柵N記愚 含 む ・ 含まない

備 考

取扱者印
’



(裏）

(総務部長の意見）

(所管部長等の意見）



様式第7号

保管記録逓付票

注1本票記載の記録のうち，一部の記録につき事務手続未了のため回付できないときは，当該記

録の備考欄に「○○担当に残置」と記載する。

2注1の記録を回付するときは，本票写しにて行う。

様式第8号

不起訴事件記録逓付票

[雨司

'-----－'－－－－－－I

~~~~~~~~~~]~~~~~~ー~~~ー~~~~~~‐

注1 大阪地検以外の分については，事件番号左欄外に，大阪区検は、，大阪池田区検は池，豊中

区検は③，吹田区検は⑳，茨木区検は⑮，東大阪区検は②，枚方区検は⑫と庁別を表示する。

2本票記載の記録のうち，一部の記録につき事務手続未了のため回付できないときは， 当該記

録の備考欄に「○○担当に残置」と記載する。

3上記注2の残置記録を回付するときは，本票写しにて行う。

年 月 日 印

罪名 検番 被告人

徴収

● ● 受

● ■ 払

■
■
Ｉ
■
■或行

● ● 受

● ● 払

犯歴

● ● 受

● ● 払

証処品

● ● 受

● ● 払

記録

● ● 受

● ● 払

備考

不起訴裁定の日

事件番号 被疑者氏名
記録逓付の日及び担当者印

事件 統計 証拠品 記録
備考



様式第9号

1

L一全一__L__一_~.」－－－－－－’
ーーーーーー一一一

’ I

25

注2枚複写し， 1枚は，裁判所不提出記録受領書として公判担当において保管する。

裁判所不提出記録逓付票 年 月 日

検番号 罪名 被告人 公判 証拠品 記録 備考


